
様式第１号（第６条関係）

室蘭市省エネ家電・給湯器等買い替え助成金 事前受付書兼同意書

室蘭市省エネ家電・給湯器等買い替え助成金交付要綱（以下、「要綱」という。）第６条の規定に基づき、事前受付をしたいので、

次のとおり提出します。なお、事前受付及び交付申請に当たり、私は、助成金の交付要件を審査するため、本市に住民票があるこ

とを、市が保有する公簿により確認を行うことについて同意するとともに、要綱第３条（裏面に記載）に規定する助成対象者である

ことを誓約します。

対象経費：見積金額から下記（１）～（４）を除いた経費（交付要綱第４条第２項に規定するもの）

（１） 第２条第１号に定める照明器具のうち、電球のみを購入した場合の経費

（２） 買い替え前機器の廃棄に要する費用

（３） 機器の保証延長等、設置後の事象に要する経費

（４） その他市長が不適当と認めたもの
【添付書類チェックリスト】

① ☑ 助成対象経費及び助成対象製品の型番が分かる見積書の写し及び内訳書の写し

② ☑ 買い替え前の機器及び設置状況が分かるカラー写真

③ ☑ 提出済である最新の所得税確定申告書 Bのおもて面の写し（個人事業主に限る）

④ □ その他、市長が必要と認めるもの

※ 事前受付後の増額は一切できません。

※ 助成対象製品の種類変更はできません（例）冷蔵庫からエアコンへ変更など（冷蔵庫から冷蔵庫など同種類にお

ける機器変更は可能）。

※ 機器の購入は令和 5年 12 月 31 日まで、助成金交付申請期限は、令和６年１月３１日までです。

※ 申請内容を変更又は中止する場合は、助成金事前受付（変更・中止）書（様式第２号）が必要になります。

対象者 申請者 どちらか一方に○

世帯主・個人事業主（自宅内に事業所がある者） 世帯主

法人代表者・個人事業主（自宅とは別に事業所を構える

者）・住民自治組織（町会）の代表者
各法人等の代表者

（宛先）室蘭市長 令和５年８月５日

ふりがな

世帯主の氏名 または

法人名及び代表者氏名

むろらんたろう

室蘭 太郎 ○印
※個人が自署した場合は押印不要

世帯主の住所 または

法人の機器設置場所の住所
室蘭市幸町 １番 ２号

連絡のつきやすい電話番号 ００００－００００－００００ 法人番号

省エネ家電

どちらか一方

を選択

省エネ給湯等

☑ＬＥＤ照明器具 １台 □エコジョーズ 台

☑エアコン １台 □エコフィール 台

☑冷蔵庫 １台 □コレモ 台

□冷凍庫 台

□電気便座 台

助成対象経費（Ａ） ５００，０００円 助成対象経費（Ｂ） 円

助成金交付(予定)

申請額【Ａ×20％、

上限 4万円）

４０，０００円
千円未満切り捨て

助成金交付(予定)

申請額【B×25％、

上限 50万円）

，０００円
千円未満切り捨て

※以下の欄には記載しないでください。

記入例（個人）

※省エネ家電の場合、対象経費の２

０％で上限４万円。千円未満は切り捨

てとします。

【算出例】

対象経費5００,000円

5００,000×0.２＝1００,０00円

⇒上限４万円により、

交付（予定）申請額４０,000円

個人事業主の方はチェック

○
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対象者 申請者 どちらか一方に○

世帯主・個人事業主（自宅内に事業所がある者） 世帯主

法人代表者・個人事業主（自宅とは別に事業所を構える

者）・住民自治組織（町会）の代表者
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かぶしきがいしゃ ○○ だいひょうとりしまりやく△△ □□

（株） ○○ 代表取締役 △△ □□ ○印
※個人が自署した場合は押印不要

世帯主の住所 または

法人の機器設置場所の住所
室蘭市幸町 １番 ２号
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省エネ家電

どちらか一方
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省エネ給湯等
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４０，０００円
千円未満切り捨て

助成金交付(予定)
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上限 50万円）

，０００円
千円未満切り捨て

※以下の欄には記載しないでください。

※省エネ家電の場合、対象経費の２

０％で上限４万円。千円未満は切り捨

てとします。
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対象経費5００,000円

5００,000×0.２＝1００,０00円

⇒上限４万円により、

交付（予定）申請額４０,000円

個人事業主の方はチェック

記入例（法人等）

○


